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平成２１年第２回大仙市議会定例会会議録第２号

平成２１年６月１６日（火曜日）

議 事 日 程 第 ２ 号

平成２１年６月１６日（火曜日）午前１０時開議
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１９番 大 野 忠 夫 ２０番 大 山 利 吉 ２１番 高 橋 幸 晴

２２番 本 間 輝 男 ２３番 門 脇 一 男 ２４番 橋 本 五 郎

２５番 橋 村 誠 ２６番 佐 藤 孝 次 ２７番 鎌 田 正

２９番 竹 原 弘 治 ３０番 児 玉 裕 一

欠席議員（１人）

２８番 大 坂 義 德

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 山王丸 愛 子 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 総 務 部 長 老 松 博 行

企 画 部 長 小 松 辰 巳 市 民 生 活 部 長 元 吉 峯 夫

健 康 福 祉 部 長 武 藤 芳 和 農 林 商 工 部 長 藤 原 薫
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建 設 部 長 中 嶋 喜代博 病 院 事 務 長 伊 藤 和 保

水 道 局 長 藤 田 良 雄 教 育 次 長 髙 橋 修 司

教 育 次 長 藤 原 保 子 総 務 課 長 進 藤 雅 彦

議会事務局職員出席者

局 長 田 口 誠 一 参 事 髙 橋 薫

主 幹 伊 藤 雅 裕 主 査 菅 原 直 久

主 事 中 川 智 晴

午前１０時００分

○議長（佐々木昌志君） 会議に先立ちまして、市長から発言の申し出がありますので、

これを許します。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 本会議前の時間をお借りいたしまして、新型インフル

エンザ対策の状況についてご報告させていただきます。

去る１１日に新型インフルエンザの県内発生の確認を受け、市におきましては対策本

部会議を開催するとともに、速やかに対策に着手したところであります。

まず、チラシを緊急に全戸に配布し、県内発生を知らせ、冷静に対応されるよう促す

とともに、安心・安全メールにより関係者に通知したほか、市のホームページや防災行

政無線により広報を行っております。

また、発熱外来センターにつきましても医師会との連携のもと、いつでも設置できる

よう準備を整えたところであります。

市民の皆様におかれましては、むやみに恐れる必要はありませんが、人混みや集会な

ど人の集まるところをできるだけ避けることや、外出から帰ったときに十分なうがいや

手洗いを行うことにより感染を予防されるようお願いいたします。

また、市の発熱相談センターには、昨日まで累計７５件の相談が寄せられております

が、発熱などの症状があらわれたときは、まず市や県の発熱相談センターに電話してく

ださるようお願い申し上げます。

なお、現時点におきましては、学校や福祉施設などの休校、休業措置、あるいはイ

ベント等の自粛要請は行わないこととしております。

引き続き、秋田県と緊密に連携をとりながら、今後の感染の状況に応じ、臨機・弾力
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的に対応してまいりますので、議員各位におかれましても一層のご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

午前１０時０２分 開 議

○議長（佐々木昌志君） これより本日の会議を行います。

欠席の届け出は、２８番大坂義德君であります。

○議長（佐々木昌志君） 本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（佐々木昌志君） 日程第１、一般質問を行います。

順次質問を許します。最初に１６番藤田君雄君。はい、１６番。

○１６番（藤田君雄君）【登壇】 おはようございます。ケヤキの会の藤田です。よろし

くお願いを申し上げます。

秋田県において初めての新型インフルエンザの感染者が確認されて、県では新型イン

フルエンザの発生を宣言してございます。仙北市の発生、感染者が大仙市内の病院に入

院しているようであり、総合防災室を中心に、その対応に日夜努力していると思われま

す。関係者の献身的な努力に心から感謝と敬意を表わすとともに、これ以上の新型イン

フルエンザが広がらないことをお祈りを申し上げたいと思います。

それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。

第１に、公園管理について、ご質問を申し上げます。

大仙市に一般公園と言われるところが２６カ所ございます。そのどの公園をとりまし

ても地域の人々と深く関わり、地域の人々の憩いの場として愛され、大切に思われてい

るところばかりでございます。ですが、人々の心のふるさととして安らぎを与える場所

が、その目的をはたして果たしているかと思うといささか心配でございます。私は中仙

地域ですので、中仙地域を例にして質問をいたします。

中仙地域には７カ所の公園がございますが、その中の一つ、八乙女公園を例にいたし

ます。この公園は大正初期に住民が３千本のソメイヨシノを植林をして公園化してござ

います。そして昭和４７年度に秋田県憩の森の指定を受け、昭和４９年度には秋田県雪

崩防止保安林兼保険保安林に指定されてあります。その後、公園整備が進められて、東

屋の建設、八乙女温泉さくら荘のオープン、平成４年には第４３回秋田県植樹祭を開催
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してございます。その間に野球場、テニスコートの整備、生活環境保全整備などを行い、

現在に至っております。八乙女公園のメインは桜でございます。人々が自らの手で作り

上げた八乙女、中仙地域の人々の心のふるさとでございます。また、人々の心の癒され

る場でもございます。それが今年はどうだったでしょうか。道の駅なかせんの桜は確か

にきれいに咲きましたが、八乙女山の桜は、花びら一つありませんでした。ただ、クチ

ナシの花が１本、中腹で白い花をポツンと咲かせていました。寂しい限りでございます。

桜の木が老木になり、テングス病の発生が多くなったことと、ウソの被害が重なったこ

とが主な原因だと思いますが、残念でなりません。一部住民が八乙女山を守る会を作り、

一生懸命頑張っても、今年のような結果です。何か良い方策を見つけてはもらえないで

しょうか。八乙女青年の家、現八乙女交流センターの指定管理に伴い、いつも八乙女公

園を見ていた職員がいなくなり、そして支所では状況がわかりにくくなっているのでは

ないでしょうか。誰が悪いとか、誰の落ち度だとは言いません。指定管理者も指定され

た場所で、指定された部分で一生懸命だったでしょうし、役所もそこまでは目が届かな

かったと思います。桜の花が来年は帰ってくるように、地元の人々は守る会を充実させ

て頑張ろうとしています。良い方策を見つけて後押しをしてほしいと思います。確か姫

神公園も昔は松山公園だったと私は記憶してございます。他の公園にもいろいろ状況が

あるし、変化があると思います。

そこで伺います。現在、市で管理している公園の現状は、どのようになっているので

しょうか。また、管理運営の方法はどのようにしているでしょうか。そして、現在の公

園に対して市はどのような考えを持ち、将来どのような計画を持って対応しようとして

いるのかお知らせを願いたいと思います。

次に、財政について伺います。

１００年に一度と言われる不況です。政府でも景気回復のためにいろいろな方策を

練っているようですが、なかなか思うようにまかせない状況のようです。大仙市にも不

況の波は同じようにやってきています。すべての人々が大変な生活を強いられているよ

うです。

そこで伺います。現在予想される大仙市の税の収入減はどれくらいになるでしょうか。

予算は減収分を見ていると思いますが、減収幅が予想より大きな場合、予定されている

事業に支障はないでしょうか。また、事業の見直しはあるでしょうか、お知らせを願い

たいと思います。
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以上、壇上からの質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（佐々木昌志君） 答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 藤田君雄議員の質問にお答え申し上げます。

質問の第１点は、公園の管理についてであります。

はじめに、大仙市が管理しております公園の現状につきましては、大仙市全体では一

般公園２６カ所、街区公園１７カ所、近隣公園１カ所、地区公園２カ所、総合公園１カ

所、都市緑地３カ所、農村公園４７カ所で合計９７カ所の公園を都市計画課及び各総合

支所で管理しております。また、まちづくり交付金事業や公園整備事業などで新たな公

園が整備されており、今後、管理する公園が増える状況にあります。

議員ご指摘の中仙地域の公園につきましては、八乙女公園をはじめ一般公園は７カ所、

農村公園は３カ所の合わせて１０カ所を総合支所で管理しております。

大仙市の公園は、市民の憩いの場として樹木などの修景施設やベンチなどの休養施設、

ブランコなどの遊技施設を設置しております。また、公園は災害時の緊急の避難場所と

もなっており、景観や防災の面からも重要な施設となっております。

次に、管理運営方法につきましては、公園の種類や各地域により異なっている状況で

ありますが、草刈りや清掃などについては自治会の組織であります町内会・部落会の管

理人に、遊具の点検保守や修繕は専門業者へ依頼しております。また、協和及び太田地

域は指定管理者制度を導入しており、そのほかシルバー人材センターへ委託している

ケースもあり、地域の実情に合わせた管理運営方法をとっております。

例といたしまして、大曲地域の姫神公園の管理につきましては、草刈り、清掃、植物

保護はシルバー人材センターへ、樹木管理及び下刈り作業を仙北西森林組合へ、遊具の

保守点検及び修繕とごみ処理は専門業者へ委託しており、街区公園、いわゆる児童公園

規模につきましては町内会の管理人に清掃等をお願いしている状況であります。

八乙女公園につきましては、合併前より建設課が管理業務を担当しており、冬囲いの

設置、歩道等の清掃や補修作業、芝生の管理、草刈りやトイレの清掃などのほか、樹木

管理として施肥やテングス病による剪定を造園業者に委託し、ウソの有害駆除を地元の

猟友会の方に委託して、作業計画に沿って通常の管理を行ってきております。

本年は、ウソの駆除を委託している方の急病により、適期に駆除ができなかったため

桜の被害につながったと報告を受けており、誠に残念な結果と受け止めております。

なお、八乙女交流センターの指定管理者の管理施設は、八乙女交流センターのほか、
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八乙女温泉さくら荘、八乙女球場、八乙女運動公園テニスコートとなっております。

次に、市が管理する公園の現状認識と将来への対応でありますが、公園は種類や規模、

利用形態等が異なり、地域住民の愛着や思い入れもあり、これまでの経緯を踏まえなが

ら実情に沿った管理を行ってきておりますが、多くの課題を抱えていることも事実であ

ります。

市といたしましては、八乙女公園の桜の例に見るとおり、公園の適切な維持管理に向

けた対応が必要と認識しており、市内各地域の主要な公園の維持管理について、早急に

庁内に検討委員会を立ち上げ、明年度からの具体的な対策に向け検討してまいりたいと

思います。

計画策定にあたっては、地域の憩いの場として地域住民が担う役割、市が担う役割を

明確にしながら、市民との協働による公園管理の体制整備をしたいと考えております。

ご指摘の八乙女公園の問題につきましては、桜については今後、地域活性化・経済危

機対策臨時交付金事業で、全地域の桜をテーマに桜守プロジェクト事業を予定しており、

この調査結果を参考にしながら公園全体の管理について八乙女公園を守る会、ＮＰＯ団

体でありますが、等既存の組織の育成を図りながら市民との協働のもと、公園の再生と

保全を図ってまいりたいと考えております。

質問の第２点は、財政についてであります。

はじめに、平成２１年度の税収見通しについてでありますが、市税の平成２１年度当

初予算額につきましては、景気の状況などを勘案し、前年度の当初予算比較で３億

１，１３５万９千円の減、率にして３．８％の減、７８億５，２５５万３千円を予算計

上いたしております。この当初予算額と実際の平成２１年度の課税状況を比較いたしま

すと、個人市民税は所得金額の落ち込みにより約２，０００万円の減、固定資産税は償

却資産の伸びにより約２億２，０００万円の増、軽自動車税は当初予算額とほぼ同額の

見込みとなっております。

一方、法人市民税、市たばこ税及び入湯税につきましては、４月・５月の２カ月分の

申告を受けただけの状況にありますので、今年度の見通しを立てるにはもう少しこの後

の状況を見なければならないと思っております。特に法人市民税につきましては、資本

金が５０億円を超え、従業者数が５０人を超える、いわゆる１号法人の決算状況に大き

く左右されることがありますので、この動向に特に留意する必要があると思っておりま

す。
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いずれにいたしましても今後の景気の状況次第では市税収入にも大きな影響があると

思われますので、今後とも十分留意してまいりたいと存じます。

次に、減収幅が予想を上回った場合の事業への影響につきましては、当初予算の編成

において、市税については前年度の所得見込みをもとに国の地方財政計画も考慮に入れ

て計上しておりますが、経済状況によっては見積りをさらに下回る場合も考えられ、当

初予算に計上した歳入を確保できない事態も想定されます。

しかしながら、当初予算に計上しております事業は、予算編成の段階で十分に内容を

検討したものであり、大仙市総合計画及び実施計画に基づき計画的に進めている事業で

あります。また、市の広報や地域の説明会などを通じて広く市民に周知されている事業

や既に実施している事業も多数にのぼることなどから、事業の縮小、延期等により市民

に混乱や不利益が生じないよう努めなければならないと考えております。

このことから、今後の経済動向次第で市税等の減収があった場合でも、経費の節減や

執行方法を工夫することにより歳出の抑制に努め、歳入予算においても減収補てん制度

を活用して財源の確保を図り、さらに不足する場合は基金の取り崩しなどにより対応し

て予定どおり実施したいと考えております。

また、今年度予定されている事業のうち、前年度実績に検討を加えた後補正するもの

や制度の決定や補助金の内示を待って予算計上するものなどについては、補正予算で対

応することにしております。

本年度補正予算で対応するものは、除雪対策費や生活バス路線運行維持対策費など市

民生活に密着した予算であり、内容の精査は行いますが予定どおり補正予算に計上して

まいります。

なお、来年度以降も税収等の減収が続く場合は、歳入に見合った歳出予算を編成する

必要があることから、事業の見直しを含めて歳出予算に検討を加える必要があるものと

考えております。

以上であります。

○議長（佐々木昌志君） １６番、再質問を許します。ありませんか。

○１６番（藤田君雄君） ありません。

○議長（佐々木昌志君） これにて１６番藤田君雄君の質問を終わります。

次に、２５番橋村誠君。はい、２５番。

○２５番（橋村 誠君）【登壇】 おはようございます。だいせんの会の橋村です。久し
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ぶりの一般質問ですので、ひとつよろしくお願いします。

昔は猫の手も借りたいと言われた春の農繁期も今では機械が主役、あっという間に農

作業も一段落をし、新緑がまぶしい初夏のさわやかな季節を迎えました。しかしながら、

世の中を見てみますと、少しもさわやかではございません。バブルの崩壊からやっと立

ち直って、さてこれから秋田県の地域経済も少しは良くなろうかなと思った矢先にアメ

リカのサブプライムローン問題から始まった１００年に一度と言われる経済危機。あっ

という間にまた不況のどん底に叩き落とされてしまったわけであります。

そういう中で我々大仙市は、時代の波に翻弄され、財政難にあえぎながらも市民が少

しでも安心して暮らせる地域づくりのため、日夜、先の見えない明日に向かって手探り

で進んでいっている状況やに思います。そういう厳しい情勢の中、先の４月の市長選に

おかれましては栗林市長の２期目の当選、心からおめでとうと申し上げたいところであ

りますが、ご難儀をおかけしますというのが私の本音でございます。いずれ当局と議会

が一体となってこの難局を乗り切り、大仙市の未来が少しでも明るくなるよう、みんな

で頑張っていかなければならないわけでありますが、我々も９月には市民の審判を受け

る身。結果によっては私の一般質問もこれが最後となるかもしれませんので、少し気合

いを入れていきたいと思いますので、よろしくご答弁をお願い申し上げます。

それでは、通告に従いまして順次質問をいたします。

はじめに、仙北組合総合病院の移転改築についてお伺いをいたします。

市長は去る４月２７日開催の第２回臨時会の所信表明におきまして、「私はこのたび

の市長選にあたり、「市民とともに歩むまち」、「安全・安心・きれいなまち」、「体

力のあるまち」、「子育てのまち」、「生きがいのあるまち」の５つのまちづくりの方

針と農業や地域医療など１２の主要な施策について市民の皆様に示してまいりました。

今後４年間におきましては、今般お示しした主要施策の一つ一つを着実に実行してまい

りたい」と述べております。さらに、その１２の主要な施策の一つである大仙・仙北圏

域の医療を担う仙北組合総合病院の改築につきましては、病院の一日でも早い改築に向

けた方策について秋田県、厚生連、仙北組合総合病院及び仙北市、美郷町等と協議を進

めて、今任期中に病院改築の方向づけを行いたいとしており、市長の並々ならぬ強い決

意が感じられるところであります。

仙北組合総合病院の移転改築問題につきましては、これまでにも毎回の如く当市議会

で取り上げられ、多くの議論がなされてきたところであり、多くの市民が強い関心を持
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ち、そしてまた大いに期待をしている重要事項でもあります。今回は先の所信表明で述

べた強い決意のもと、もう少し踏み込んだ形での答弁を期待するものであります。

まず第１点目として、仙北組合総合病院の移転改築の事業主体についてどのように考

えておられるのでしょうか。県におきましても厚生連による早期改築は難しいとの見解

を示しております。また、大仙市としては現行制度では地方自治体による公設民営につ

いては、その可能性がないことを厚生連に申し入れたと聞いております。さらには、病

院改築にかかわる多額の負担の財源は合併特例債しかなく、しかも平成２６年度までし

か活用できないものであります。このような状況下で考えられる方策として、事業主体

についてはどのような選択肢があるのでしょうかをお伺いいたします。

次に、２点目として改築する場所についてであります。

これまでは現在地から比較的離れた地区への移転改築が取り沙汰されてきたところで

あります。また、私自身も現在地ではなくて郊外の交通の便が良くて広々とした駐車場

があり、患者さんがゆっくり療養できる環境のところへ移転すべきと考えておりました

し、今現在も基本的にはそういう考えでおります。

しかしながら、現実の問題として厚生連による早期改築が難しい状況になっている現

況では、他の選択肢も視野に入れざるを得ない状況になってきていると思うところであ

ります。また、当市では現在、大仙市中心市街地活性化基本計画を作成中であり、いず

れ国との協議にも入ると思いますが、ヤマサ閉店の問題を含めたそういう現状の中、中

心市街地の活性化を訴える市民の間では、現在地や現在地に近い場所での改築ができな

いものかというような意見が徐々に大きくなりつつあります。病院改築の一連のスケ

ジュールを考えた場合、合併特例債の活用期限である平成２６年度までの期間は、決し

て十分な期間とは言えない状況になってきていると思います。

このような様々な現実の中で、市政は市民のためにという栗林市長の理念のもと、市

民が安心して暮らせる医療体制を一日も早く充実させるためにも、当初の新病院構想よ

りもコンパクトな新病院を用地造成工事などを必要としない中心市街地に改築する方策

等の選択肢がないものかどうかお伺いをいたします。

次に、大仙市の危機管理と今後の総合防災室のあり方についてお伺いをいたします。

当市では昨年、大仙市安全・安心まちづくり条例を制定し、犯罪、災害及び交通事故

から市民を守り、安全で安心な暮らしに配慮した環境の整備づくりを行うまちづくりに

関して基本理念を定め、必要な施策の基本事項を定めることにより、安全・安心なまち
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づくりを推進し、もって安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するとしました。そう

いう中で市長は今年４月の組織機構の見直しで、新たに総合防災室を設置いたしました。

また、それと同後に自衛官のＯＢを市職員として採用し、防災管理監に任命いたしてお

ります。こうした自衛官ＯＢの採用につきましては、県では以前から実施されており、

現在も防災監に１名任命をされております。県内の市町村では、今までなかったことで

あります。現在、大仙市が採用したことを踏まえて、他の市町村でも検討を始めたとこ

ろがあるというふうに聞いております。総合防災室の設置は、常設の危機管理担当の配

置であり、このことは大変時宜を得ており、評価されるものであると考えております。

今年度は４月早々の北朝鮮ミサイル発射に対する対策、また、４月末から今日までは新

型インフルエンザ対策など、今までにあまり経験のない対応を余儀なくされております

が、これまでは総合防災室を中心に関係部署がよく連携をとりながら対応していると

思っております。担当職員の対応に改めて敬意を表するものであります。

近年、私たちの周りでは地震や風水害等の自然災害だけでなく、これまでに想定され

ていなかったような社会に影響を及ぼす事件や事故が発生いたしております。このよう

な危機の多様化とともに地方自治体に求められている対応の範囲は、自然災害に加え、

社会的・人為的な事象へと広がってきております。今後は具体的な危機事案の対策につ

いて充実・強化を図っていく必要があると思いますが、市長は今後の大仙市の危機管理

についてどのように考えておられるのか、その基本的な考え方をお伺いいたします。ま

た、今後の危機管理において総合防災室の果たす役割は、どのようになるとお考えなの

か、そのあり方についてもお伺いをいたします。

最後に、大曲の花火１００周年についてお伺いをいたします。

平成２０年の第１回定例会で私が大曲の花火について質問をした中で、平成２２年に

１００周年を迎える当市のシンボルとも言うべき大曲の花火を今まで以上にグレード

アップさせるためにも、この１００周年という節目を機に様々な角度から検証し、世界

一の芸術花火の発信地としての地位の確立と花火を基軸とした経済の活性化を図るべき

ではないかとの質問に対し、市長から大変前向きな答弁をいただいたわけであります。

その後、商工会議所との間でもいろいろな議論、検討がなされていると思いますが、い

よいよその１００周年が来年に迫ってきたわけであります。

ここにこういうデータがあります。国土交通省が発表した２００８年１月から３月ま

での宿泊旅行統計調査結果によると、外国人１人当たりの平均宿泊数がトップだったの
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が市町村別では秋田県の横手市、そして２番目に大仙市、さらに湯沢市も５番目に入っ

ております。これについて国土交通省は、温泉や冬場のかまくら、なまはげなどのイ

ベントが長期滞在型の観光客を呼び込んでいるようだとコメントをいたしております。

しかしながら通年では秋田県は下から９番目に低迷しており、やはり冬場以外の季節の

外国人を含めた観光客誘致策が、大仙市はもちろん秋田県の経済活性化の大きなポイン

トになるものと私は考えられます。そのためにも当大仙市では世界に誇る大曲の花火と

いうものをもっともっとうまく使って、国内客はもちろん外国人観光客の誘致を大いに

図るべきだというふうに考えるところであります。そういう点も含めまして、来年の大

曲の花火１００周年事業を成功させ、この低迷している地域経済を活性化させる起爆剤

にしなければならないと思うものでありますが、その１００周年事業の計画の進捗状況

はどのようになっているのかお聞かせ願いたいと思います。また、商工会議所の方とは、

この１００周年記念事業の件で、どのような連携がとられているのかもあわせてお聞か

せ願いたいと思います。

以上で私の壇上からの質問を終わらせていただきますが、できれば再質問をしなくて

もいいような前向きな答弁をいただきますようお願い申し上げまして終わります。あり

がとうございました。

○議長（佐々木昌志君） ２５番橋村誠君に対する答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 橋村誠議員の質問にお答えいたします。

質問の第１点は、仙北組合総合病院についてであります。

はじめに、病院改築の事業主体についてでありますが、病院改築につきましては、こ

れまで事業主体である秋田県厚生連による早期改築を実現するため、関係自治体等と協

議の上、仙北組合総合病院早期移転新築推進会議を設立し、県及び厚生連に対する要望

活動を実施してまいりました。

しかしながら、昨年１１月に厚生連の会長、副会長を訪問し、仙北組合総合病院の早

期改築を要望した際、厚生連側より「経営状況が厳しいため経営改善が急務となってお

り、新たな病院建設については現状では困難である」との説明を受けたところでありま

す。

また、県においても「このままでは厚生連の３期連続の赤字決算が避けられず、事業

の継続に支障を来すことが懸念される」と、平成２０年度において厚生連に対し約１３

億５，０００万円の緊急支援を実施し、厚生連事業としての早期病院改築については難
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しいとの考えを示しております。

以上のような状況を踏まえ、現状のまま厚生連としての改築計画が膠着するようであ

れば、新たな方策も模索する必要があることについて市議会でお答えしてきたところで

あります。

公設民営による病院改築につきましては、現在の県の補助制度が厚生連病院改築への

補助制度であり、自治体の病院建設は公営企業債や合併特例債等の起債の活用しか望め

ない状況にあり、現行制度での自治体による公設民営ではあまりにも地元自治体の負担

が大きいことから、その可能性がない旨、厚生連に申し入れたものであります。地元自

治体としての病院改築の支援財源として、これまで申し上げてまいりましたとおり合併

特例債の活用しか見込めないことから、適用期限の問題もあり、早急に方向づけが必要

と考えております。

議員ご質問の病院改築の事業主体については、厚生連事業として、あるいは県事業、

県と地元自治体による事業、地元自治体による単独の事業など様々な選択肢が考えられ

ますが、多額の事業費を要する事業であり、県や厚生連、地元自治体、仙北組合総合病

院等関係団体での協議を進めてまいりたいと存じますが、まずは新しい知事が誕生いた

しましたので、近々県庁を訪問し、知事及び県健康福祉部長等と病院改築について協議

したいと考えております。

次に、中心市街地への移転についてでありますが、仙北組合総合病院の改築について

は、入院患者を抱えたままでの現在地改築が困難なことから、厚生連より移転新築の方

針が示され、近隣での建設場所がないため、移転場所として建築検討委員会で国道１３

号バイパス沿いに候補地として５カ所を選定したものでありますが、厚生連の財務状況

から改築計画が示されず現在に至っているものであります。

当圏域の地域医療の中核病院であります仙北組合総合病院の一日でも早い改築は、当

市のみならず圏域住民の願いであるととらえており、早期改築のための方策について議

員ご指摘の意見も一つの方策ととらえ協議を進め、圏域住民が安心して暮らせる医療環

境の整備に誠心誠意努めてまいりたいと思います。

質問の第２点は、大仙市の危機管理と総合防災室についてであります。

はじめに、大仙市の危機管理に対する基本的な考え方について申し上げます。

近年、従来の地震、風水害などによる自然災害のほか、新型の感染症、テロ、大規模

な事故・事件、武力攻撃事態など危機事象は多様化・複雑化してきております。こうし
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た中におきましては、当市や関係機関並びに市民や事業者のそれぞれが各々の役割につ

いての共通の認識を持ち、協働して危機事態の発生を未然に防止するとともに、危機事

態への迅速かつ的確な対応により市民の生命・身体・財産への被害を最小限に抑制する

ことが大変大事なことであると認識しております。

このため、本市の危機管理に関しましては、次の３点を基本理念として総合的に推進

し、安心して安全に暮らせるまちづくりの実現を図ってまいりたいと考えております。

第１点は、市民の生命・身体・財産を保護することを最優先に行動することを基本とす

る。２点目として、全庁的な危機管理対応能力の向上を図る。３点目として、市民や事

業者と一体となり、危機事態に対応できるよう連携体制を構築するということでありま

す。現在、こうした点を踏まえながら大仙市危機管理計画の策定に取り組んでおります。

次に、総合防災室の今後のあり方につきましては、ご指摘のとおり総合防災室は常設

の危機管理担当でありますが、本市の危機管理能力を今後さらに強化するにあたっては、

危機管理監などの専任のスタッフが私を補佐し、各部局を統括または調整する組織の構

築が必要であると考えております。そうした組織におきまして総合防災室は、平常時に

あっては危機管理監を補佐し、全庁的な視点で危機事態に関する情報の収集や関係機関

との連絡調整等を行うとともに、各部局が行う危機管理に対し支援・協力するなど全庁

的な危機管理体制の充実・強化に努めるものであります。また、社会的影響が大きく全

庁的な対応が必要な危機事態におきましては、危機管理監の指揮のもと、対策本部など

の中核として関係部局と連携して対応する役割を担うものと考えております。こうした

役割を全うできるよう、情報通信機器の整備や総合防災室の体制整備に配慮してまいり

たいと存じます。

いずれにしましても、現在進めております大仙市危機管理計画の策定作業とあわせて、

危機管理にかかわる組織体制の充実についても検討してまいりたいと考えております。

質問の第３点は、大曲の花火１００周年記念事業についてであります。

はじめに、記念事業の計画の進捗状況につきましては、明治４３年に始まった大曲の

花火が来年１００周年を迎えることから、大曲商工会議所では平成１８年から記念事業

を開催したいと準備を進め、翌平成１９年１２月、商工会議所内での事業実施が決定さ

れました。その後、実行委員会の中に「花火１００周年会議」を設け、実施内容につい

て市の職員も入りながら検討を重ねてきたところであります。現在も全国花火競技大会

実行委員会幹事会において調整中でありますが、来る６月２５日に開催される全国花火
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競技大会実行委員会で正式に開催が決定される運びとなっております。

なお、開催趣旨については、大曲の花火の発展・継承に貢献された先人を顕彰すると

ともに、８月の第４土曜日に開催される全国花火競技大会とは趣を変えたエンターテイ

メント性を重視した花火を提供することで、花火の街おおまがりを国内外に一層印象づ

け、交流人口の増加、地域経済の活性化を図るとしております。

次に、商工会議所との連携につきましては、全国花火競技大会開催時と同様、実行委

員会の下に、仮称「１００周年花火実行委員会」を組織していただき、商工会議所と市

が一体となりながら成功に向けての体制固めをすることとしております。

以上です。

○議長（佐々木昌志君） ２５番、再質問を許します。はい、２５番。

○２５番（橋村 誠君） 大変慎重な答弁をいただきましてありがとうございます。

仙北組合総合病院の移転改築につきましては、確かに事業主体についても、移転場所

についても、あまりはっきりと考えを申し上げるとその噂が先行してなかなか大変だと

思いますが、しかしながら平成２６年度までの合併特例債もありますし、いずれこの時

期を決断しなければならないわけでありますが、その決断の時期はいつごろになるのか、

その辺のところをお聞かせ願いたいと思います。また、移転場所については、いわゆる

駅周辺、市街地活性化基本計画の中にもいろいろあると思いますが、駅周辺、また駅の

現在地、その辺のところは一つの案なのか、それとも有力な案なのか、案と有力な案で

はちょっと違いますので、その辺のところの市長の考えも、できればです、できればお

聞かせ願えればと思います。

以上です。

○議長（佐々木昌志君） 答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君） 橋村議員の再質問にお答えします。

今ストレートにこの決断の時期ということでありますが、相当決断に迫られていると

いうふうに認識しておりますので、もう少し時間を与えていただきたいと思います。現

在の我々の仕組みの中では、やっぱり合併特例債というものを最大の財源というふうに

考えております。これに間に合うような時期に決断しなきゃならないというふうに考え

ています。今現在、国の制度が大きく動いてきておりまして、この地域医療の確保につ

いて、かなり大きな考えが今出てきているというふうに情報をいただいております。こ

の辺のこともありまして、県とも協議をしていかなければならないということでありま
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すので、もう少し時間をいただきたいと思います。

また、場所の問題につきましても、先程来申し上げているとおり、議員ご指摘の駅前

を含めた中心市街地という課題についても十分選択肢の中に取り入れながら案を検討し

ているところであります。従来から申し上げておりますとおり、この病院につきまして

は、そんなに郊外にいくわけでもないわけであります。最初からそういうふうに申し上

げておりました。そういう前提で物事を考えておりますので、それとその時々といいま

すか、それから将来の事情を予測しながら、何でもものすごい規模が大きければいいと

いう概念で病院関係者含めて検討してきたつもりはございませんので、実情、現実に

合った病院という概念の中で我々も考えておりますので、厚生連の皆さん、そして県の

皆さんにもその辺のところは伝わっていると思いますので、そういうことを含めまして、

これは時期の問題というのは場所の問題も当然入ってくるわけでありますので、決断す

るときは時期と場所というのを決断しなければならない、その時期はそんなに遠い…遠

いといいますか、１年後、２年後ということではなくて、様々な情報を得ながら我々と

しての考えられる案、それから全体として関係する仙北市、美郷町もありますので、そ

うした自治体も一緒になって取り組めるような案を早い時期にまとめて県と話し合って

いくことになると思いますので、もうしばらく時間、もう少し時間をいただきたいと思

います。

○議長（佐々木昌志君） ２５番、再々質問を許します。はい、２５番。

○２５番（橋村 誠君） 大変慎重ではありますが、前向きな答弁をいただきましてあり

がとうございます。

いずれ長年にわたって議論され、いろいろ紆余曲折してきたこの組合病院の改築問題

ですが、もうここまできたら、もう大仙・仙北圏域の医療体制を一日も早く充実させる

ためにも、これから実現に向かってその議論を進めていってもらうことをお願いしまし

て終わります。

次の２番目の危機管理につきましては、大体私も市長と同じような考えでございます。

いずれ歌の文句ではありませんが、今の世の中、右も左も真っ暗闇で筋の通らぬことば

かりでございます。隣にはとんでもない国も存在しますし、天変地位、いつ何があって

もおかしくない世の中でありますので、市民の安全・安心のために、しっかりした危機

管理体制を早期に確立していただきますようお願い申し上げまして、この再質問はあり

ません。
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次の３番目の大曲の花火１００周年事業につきましては、本当に市役所の方にも、ま

た、商工会議所の方にもいろいろ検討していただきまして本当にありがとうございます。

と同時に、次の大曲の花火、いわゆる次世代の花火といいますか、これからの花火の将

来について私も私なりにいろいろ心配しておりますが、やはりここは市と商工会議所と

の連携だけではなくて、やはりもう一つのこの第三者、いわゆる各界各層のメンバーを

入れた、いわゆる仮称ではありますが次世代の大曲の花火を考える会みたいなそういう

組織をつくっていかないと、何か尻すぼみになるような気がいたします。そういう新し

いその大曲の花火についての組織を市と商工会議所と第三者、いわゆる各界各層のメン

バーで構成する、そういうその会をつくる必要があると私は思いますが、その辺市長は

どういうお考えなのかちょっとお伺いします。

○議長（佐々木昌志君） 答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君） 先程ご答弁いたしましたとおり、１００年の大会は大会として相

当実行委員会で趣向を考えていらっしゃるようであります。その中には市役所の職員も

入っておりますけれども、ここは企画部門、我々が入っているところは企画部門ではな

く安全部門でありますので、企画部門はその実行委員会の１００年の記念的な花火をど

うするかというのが一つ動いております。それともう一つ、そのイベントとして先程説

明した１００周年を記念した事業としての花火の、これが実行委員会の下に今度

「１００周年記念花火実行委員会」として組織される予定で、内容の詰めが今行われて

いるということであります。

今、大事業を来年に２つ控えておりますので、そうした中で市も一緒になって企画の

中まで今少し入りながら、会議所を中心とした実行委員会の皆さんといろいろ話し合っ

てきておりますので、まずはこの２つの事業をきっちり成功させた上で、議員ご提案の

そういう、もしかすればそういうもう少し踏み込んだ形のこれからの将来の花火という

ような、そういう企画委員会みたいなものを作る必要があるかもわかりません。そうい

うご提案についても、まずこの事業が来年きっちり終わった時点で中身について、私の

方からも会議所を中心とします実行委員会の方にお伝えをしながら、まず協議をしなが

ら将来の問題について考えていきたいというお話をしてみたいなというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

○議長（佐々木昌志君） 再々質問。はい、２５番。

○２５番（橋村 誠君） いずれ今までの伝統と名前だけの上にあぐらをかいております
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と、このスピードの時代でありますから、あっという間に落ち目になる可能性がないわ

けではありませんので、大仙市の観光行政の改革・再編も含めて、これからいろいろご

検討をいただきますようお願い申し上げまして私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

○議長（佐々木昌志君） これにて２５番橋村誠君の質問を終わります。

申し上げます。この際、所要のため暫時休憩いたします。本会議は午前１１時１０分

に再開いたします。

午前１０時５７分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時１０分 再 開

○議長（佐々木昌志君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。１３番斉藤博幸君。はい、１３番。

○１３番（斉藤博幸君）【登壇】 大地の会、斉藤です。私事の時間の制約が若干ござい

まして、ただいまから読み上げる文面、文言等、ちょっと気にかかるところもあろうか

と思いますけれども、しばしの間ご静聴願います。

本県も去る１１日午前、梅雨入りしたと見られると発表されました。７月下旬の梅雨

明けまで当分の間、ぐずついた天気と付き合う季節となりました。災害もなく、作物に

もほどよく、空梅雨による生活に水不足が来さないような梅雨であってほしいと願うと

ころでございます。

また、かねてから心配されていた新型インフルエンザが県内でも確認されました。４

月下旬、アメリカやメキシコに発生してから５０日余り、この東北の秋田までくるとは、

すさまじい感染力であります。しかし今のところ報道によりますと病原性は弱く、比較

的軽症の人が多いということで、現在市で設置されておる対策本部で冷静に対応されま

すよう望みたいと思います。

さて、早いもので平成２１年もあと半月余りで半分が過ぎようとしております。砂時

計の砂がサーッと落ちている音が、時節柄ザーッと落ちていくような感じさえします。

昭和の年代から平成に変わり早や２１年目、人間に例えると成人を過ぎて、夢と希望を

抱いて社会に旅立つ年齢でもあります。しかし、昨年来の世界情勢は大変厳しく、怒涛

の嵐の如く押し寄せております。この難局を乗り切って次世代により良い大仙市を継承

するためにも、ここ数年の政策の舵取りが極めて重要と考えます。栗林市長はその責務
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を市民に負託されました。これから伺う事項は、市単独で解決できるものではないし、

容易でないことは十分に私も認識しておりますが、行政としてできることも必ずや見出

せると考えます。課題は山積しておりますが、産業の振興なくして人口減少を食い止め

ることはできないと考えます。

また、常日頃市民との会話の中で、特に我々同年代の方の５０代、６０代の方は、老

後の社会保障、高齢者福祉について大変心配をされております。社会保障については年

金をはじめ国の政策が大きく関与しておりますので、今回は今まで大仙市の産業を支え

てくださった高齢者の方々の福祉について、現状と課題と対策について通告に基づき始

めさせていただきます。

まずはじめに、基幹産業である農業についてであります。

今年の４月に決定した農政改革関係閣僚会合の農政改革の検討方向で農業の所得問題

を今後の農政改革の重点に掲げました。この１５年間で農業所得は半減しており、農業

の存続自体に危険信号が灯っているためだということです。しかし、農家の減少や高齢

化など、取り巻く環境は厳しく、簡単に克服できる政策課題ではないと報道されており

ます。また、稲作の場合、規模拡大を進め、機械費や労働力コストの低減を図り所得増

にと進めておりますが、規模拡大だけで農家所得が増えるかといえば問題はそう簡単で

はございません。農水省の担い手の経営分析１１４経営体の追跡調査によると、１９９

５年から２００５年にかけて規模拡大した経営体のうち、２４経営体は収入が増加した

が５０経営体で減少したという調査結果も載っております。

そこで伺いたいのは市の現状であります。一つに、農家戸数、農業者就業人口、農業

収入の推移について伺います。二つに、農業者の高齢化や担い手不足、米をはじめとす

る農産物価格の低迷、耕作放棄地の対策について、どのような方向に誘導されていく考

えかお尋ねします。

次は、林業についてであります。

先般、地域集落と国有林との分収契約を結んでいる林地が６０年の契約期間が過ぎ、

面積２．５ｈａ、樹齢６０年、本数が約２，０００本、材積が１，０２５．９８㎥が立

木で入札されました。これは営林署と集落が７対３の分収契約を結んでいるところでご

ざいます。この入札した額を聞いて、私はやっぱり今の林業の厳しさを目に受けました。

石に換算しますと、道路の側ではございますが７００円という数字でございました。昭

和４５年頃、私はちょうど高校を卒業した頃、山仕事も若干したことがありましたけれ
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ども、石７千円、本当に良い良木であれば１万円もした時代もありました。本当に１０

分の１であります。我々の親父やじいさん方が６０年前に山を払って、植林して１０年

間保育、下刈りをして、その代償がおそらく１戸当たり１万３千円か１万４千円ぐらい

しか今回配当できないと。日当にすると、難儀したけども１日１，４００円か

１，３００円であったと、結果はこのとおりでございます。

しかし、環境問題、ＣＯ の問題のいろんな観点から考えますと、これからは山林こ２

そこの環境の救う一番大事なところだと考えます。木材価格の低迷や林業の採算性の低

下の中で山林の保全、水源涵養、森林浴等の公益的機能が発揮できる対策をどのように

考えるのか伺います。

次に、商工業についてご質問申し上げます。

経済の厳しさによる購買意欲の減退、消費者ニーズの多様化、交通体系の発展による

広域化に伴い、商業関係も環境は厳しいものと受け止めております。そういう中でプレ

ミアム商品券の発行は、少しでも活性化につながったのではと考えます。また、工業に

ついては不況による解雇等で身近でも多くの方が失業給付を受けている現状であります。

少しでも事業者に明るい兆しがおとずれることを願わずにはいられません。

そこで現状と対策についてお尋ねします。一つには、ここ数年の商業関係の売上げに

ついてであります。数値がなかなか把握できないかもわかりませんが、店舗等の数など

状況をできたらお知らせ願います。二つ目として、イオンによる商業者はじめ市に対す

るメリット・デメリットをどのように今現在とらえているのか。また、平成１７年度の

工業統計調査では、事業者数２５７、従業者数６，８６７人と統計にあるが、昨年来の

諸々の状況の中で現状の数値はどれくらいなのか、以上３点をご質問申し上げます。ま

た、この数値に対して今後どのように取り組んでいくのか伺います。

次は、高齢者の福祉についてであります。これは高齢者には限りません。老後はあま

り施設のお世話にならないで、自分のことは自分でできる老後でありたい、それは誰も

が願うところであります。しかし、現実は老老介護、両親を施設にお願いしなければな

らない方、在宅介護で一生懸命頑張っておられる方など、経済的・肉体的・精神的にも

大変な状況も見受けられます。

そこで市の現状をお聞きします。一つには、市の高齢化率、ひとり暮らし老人、寝た

きり老人、老人世帯数の推移であります。二つには、特養、老健施設、入所希望者の申

し込みの増加にどのように対応なされているかでございます。あわせて、先程の橋村議
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員の質問にもございましたけれども、住民がどこに住んでいても適切な医療が受けられ

る環境整備の観点から、組合病院の将来像を明確にする必要があると思うが、その後、

関係機関との話し合い、進展はあったのか伺います。

最後の質問は、道路の整備についてであります。

大仙市は国道１３号線、４６号線、１０５号線、３４１号線、またさらに県道の整備、

バイパスの促進で大分整備が進んでまいりました。

一方、市道は改良や舗装の要望が多くあり、財政的にもまだまだ時間がかかるものと

考えられます。現在の市道の舗装率、改良率はどのくらいなのかお知らせ願います。

また、もう一点は、宅地開発が進み、１戸だった住宅の近隣に３戸、４戸と住宅が

建った道路がございます。この私道を除雪や緊急時に対する生活面での安心感のために、

市道に認定できないものか、この考え方の基本について、例規集にもございますけれど

もこの場で改めて伺います。

結びに、平成２１年度地域活性化・経済危機対策におかれましては、名前の如く活性

化と危機を乗り切る起爆剤にと願うとともに、地元業者の育成に努められることを要望

して、この場での発言を終わります。どうもありがとうございました。

○議長（佐々木昌志君） １３番斉藤博幸君に対する答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 斉藤博幸議員の質問にお答えいたします。

質問の第１点は、市の産業の現状と課題及び高齢者福祉についてであります。

はじめに、農業問題についてでありますが、農家戸数、農業就業人口、農業収入の推

移につきましては、５年ごとに調査する農林業センサスによりますと、平成１７年と

１０年前の平成７年の比較では、農家戸数は１，６９１戸減の９，７２９戸で１４．８

％の減少、農業就業人口は１，５２６人減の１万２，１９３人で１１．１％の減少と

なっております。また、農業収入の農家１戸当たりの生産農業所得は５５万３千円減の

８５万円で３９．４％減少しております。

農業者の高齢化、担い手不足につきましては、農林業センサスによりますと、農業労

働力の主力となる基幹的農業従事者が６５歳以上で６割を占め、基幹的農業従事者の平

均年齢は秋田県で６３．２歳であり高齢化が進んでおります。また、大仙市における専

業農家比率は９．０％、ここ３年の新規就業者数は数名にとどまっているなど、農業の

担い手を取り巻く状況はますます厳しくなってきております。

このため、大仙市としては大仙市集落営農・法人化支援センターを設置し、集落営農
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組織や農業法人、認定農業者等の担い手の育成・支援に努めてきたところであります。

しかしながら、設立された集落営農組織には、設立後２年目、３年目を迎えても経理

を含む事務処理が的確に実施されていないなど運営に苦慮している状況が見られます。

このため集落営農組織運営状況調査を実施し、集落営農組織の運営状況等を把握し、望

ましい事務処理のあり方や法人化計画等について支援センターの専門指導員、市担当者

及びＪＡ担当者が一体となり、営農面、経理面、技術面等から支援しております。

また、太田農業情報センターの新規就農者研修施設を活用し、新規就農希望者の研修

や農業法人等の若手就農者の冬期間の研修を引き続き行ってまいります。

農産物価格の低迷につきましては、本市は農業算出額に占める米の割合が７０％と極

端に米に偏っていることから、米価が下がると農業収入減少に直結し、農業経営を圧迫

することになります。

あきたこまちの生産者への売り渡し価格は１俵当たり平成５年の２万２千円をピーク

に、平成１９年には１万１，８５０円まで落ち込んでおります。これは近年の良好な作

柄に加え、食生活の多様化による国民１人当たりの米消費量の減少などにより、米過剰

基調が続いていることなどが価格低迷の要因になっていると考えております。

市といたしましては、米については生産者団体とともに適切な作付け誘導を進めると

ともに、ＪＡ等生産者団体ができるだけ有利な販売ができるよう連携を深めてまいりま

す。

また、複合部門として推進しております大豆や野菜等換金性の高い作物につきまして

は、県単事業や市の事業の活用により、引き続き農家の初期投資を抑えるよう助成し、

複合部門への取り組み強化による農業収入増加へ支援してまいりたいと思います。

なお、国では農政改革関係閣僚会合や食料・農業・農村政策審議会において、農政改

革の検討方向などについて協議しているようでありますので、今後ともその結果や方向

性を注視してまいりたいと考えております。

耕作放棄地対策につきましては、近年増加傾向にある耕作放棄地を解消することが国

民への食料の安定供給や、限りある農地を有効に利用する上で重要な問題であり、５年

後を目途に解消するとして国が平成２０年度から新たな事業を立ち上げております。

平成２０年度は県や東部及び西部の各農業委員会等の協力をいただいて、生産調整対

象水田を除くとする実施マニュアルにより、耕作放棄地全体調査を実施した結果、協和

地域において畑地約８ｈａを耕作放棄地として確認し、県を通じて国に報告しておりま
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す。

なお、国の平成２１年度の新たな要綱では、生産調整における保全管理等の低未利用

水田が作物の栽培に向けた再生作業に一定以上の労力と費用が要する農地に該当すると

して、耕作放棄地対象農地となったところであります。

このことから、市といたしましては、改めて農業委員会をはじめ各関係機関と連携を

図りながら、耕作放棄地の調査を行い、その結果に基づいて農家や農業団体等と解消策

について検討してまいりたいと考えております。

次に、林業についてでありますが、山林の公益的機能の発揮についての対策につきま

しては、本市の森林林業を取り巻く環境は依然として厳しい状況であり、木材価格の低

迷、林業の採算性等、林業生産活動は低迷しております。

しかしながら、森林は国土の保全、水源の涵養のほか二酸化炭素の吸収源として重要

な役割を果たしており、将来の森林づくり、地球温暖化の防止に向け、地域にとってか

けがえのない森林を健全に育てることが必要であると考えております。

こうした中で、市では森林所有者が施業を適切に実施するために必要となる地域活動

事業を支援する「森林整備地域活動支援事業」や、今年度から新たに京都議定書目標達

成計画に掲げられた森林による二酸化炭素吸収目標を達成するために、「美しい森林づ

くり基礎整備交付金事業」等の事業に取り組んでおります。

また、森林はきれいな水や空気を育み、地域を土砂災害等から守るほか、彩りのある

美しい景観をつくり出すなど重要な役割を果たしており、市民が豊かで潤いのある生活

を送る上で多くの恵みを与えてくれる市民共有の財産と考えております。

このような豊かな森林環境を保全し、森林の有する公益的機能の維持・増進を図るた

め、生育の思わしくない杉人工林を混交林へ誘導する「針広混交林化整備事業」や市民

が森に触れ合える憩いの場、癒しの場として活用できる「ふれあいの森整備支援事業」、

次代を担う児童生徒を対象に森林環境教育を行うことができる「森林環境学習活動支援

事業」等、「秋田県水と緑の森づくり税事業」を積極的に活用することにより、森林整

備の重要性に対する市民意識が醸成され、多くの市民や子供たちが森林ボランティアと

して参加する機会や森林環境教育に役立つことを大いに期待するものであります。

なお、森林の整備の事業を実施するにあたり、森林所有者の要望を取り入れ、森林組

合等と連携を図りながら様々な森林整備事業を活用し、森林の有する多面的機能が十分

に発揮されるよう計画的に進めてまいりたいと考えております。
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次に、商業についてでありますが、合併後の商業の関係の売上額の推移及び店舗等の

数の状況につきましては、商業統計調査の平成１６年と１９年の比較においては、年間

商品販売額において秋田県全体では１，５５３億円減少し、マイナス幅は５．９％と

なっております。

大仙市では平成１６年が約１，６３６億円に対し、平成１９年は１，５７９億円にな

り、５７億円減少し、増減率はマイナス３．５％となっております。また、大仙市内に

おける事業所数の状況は、平成１６年の卸売業と小売業を合わせて１，４７９事業所に

対し、平成１９年は１，３９２事業所で８７事業所が減少となり、増減率はマイナス

５．９％となっております。このため大仙市としては、商店街等新規開店助成金制度、

地域商店等活性化支援事業費補助金制度、商店街環境整備事業費補助金制度などの各種

助成制度を通じて商店街の活性化を図っております。さらには消費低迷が市内の景気に

大きく影響を及ぼす中、景気浮揚策として、商業者等の販売拡大を図る目的に商工団体

が行うプレミアム付き商品券事業に対し補助をしており、今次定例会に追加販売にかか

わる関連予算をお願いしております。このことにより追加商品券発行と合わせ３億

３，０００万円が地域内で消費される見込みであります。

なお、定額給付金の給付を４月・５月に集中して実施したのも消費刺激を意識しての

施策であります。

また、商店街等におきましても自主的な活動として各種イベント等を定期的に行い、

集客を図る取り組みも出てきておりますので、市といたしましても事業者の企画提案に

対しては積極的に協力してまいりたいと考えております。

イオン進出による地元商業者に対する影響につきましては、大曲商工会議所が昨年

１１月に実施した大曲地域のイオン開店前と開店後の消費者動向調査によりますと、最

寄品、これは生鮮食品、その他食料品、日用雑貨、下着・肌着となっておりますが、最

寄品の購買率は量販店が約１１％の増加に対し、大曲地域以外が約８％減少しており、

地元店では大曲地域の店では約３％の減少となっております。

一方、買周品の購買率では、量販店が約２１％増加したのに対し、大曲地域以外が約

１７％減少しており、地元大曲地域では約４％の減少となっております。

イオン開店後の地元商店・商店街の変化につきましては、従業員の接客態度や説明な

どの対応の向上や各種サービスの向上などの評価がある一方、店の開店・閉店時刻や流

行品に対する不満も出てきております。
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大曲地域以外の商業の影響としては、大仙市商工会からの聞き取り調査では、大曲地

域に近い場所では３割ほど売上げの減少が見受けられますが、このことについては景気

低迷による影響かイオン出店の影響かはわからないとしております。

また、イオンの雇用状況につきましては、６月１０日現在でショッピングセンター全

体の従業員は当初目標の１，２５０人に対し１，３１６人となっており、うち大仙市民

の割合は３割の目標に対し約６割の７６９人となっております。さらに市内農家や大仙

市近隣農家がイオンと契約し野菜を委託販売しており、雇用の確保並びに農家所得の向

上にも結びついております。

次に、工業についてでありますが、平成１７年の工業統計調査後の事業所数の現状に

つきましては、平成１９年の調査との比較では、事業所数は２２減の２３５事業所とな

り、このうち最も多い業種は衣類・その他の繊維製品製造業で５４事業所となっており、

次いで食料品製造業、土石製品製造業と続きます。

従業者の現状につきましては、同じく平成１９年の調査との比較で２５１人、３．６

％減の６，８６７人となっており、１７年には電子部品・電子デバイス製造業が

１，４６９人で最も多かったものが１９年調査では２４８人減少し１，２２１人となり、

衣類・その他の繊維製品製造業が１，３１８人で１番となっております。

一方、情報通信機器器具製造業では、増加人数が最も多く９７人が増加している現状

であります。このため、市の支援策としては工場等の新設者並びに増設者に対しての助

成として、設備投資額が２，５００万円を超えるなどの一定の要件を満たした場合に、

大仙市工業等振興条例により、指定後５年間、固定資産の課税免除の支援を行っており

ます。合併後においてこれまで対象となった企業は６社で、課税免除額の平成２１年度

までの累計額は２，１９４万６千円となっております。

また、空き工場等の再利用を行う操業者に対する助成として、建物の延べ床面積

３３０㎡以上の建物で空き工場等の取得及び改装に要した費用が２，５００万円以上な

どの一定の要件を満たした場合は、大仙市空き工場等再利用助成金制度により、取得し

た空き工場等に課税される固定資産税相当額の３倍の額、または１，０００万円のどち

らか低い額を助成しております。合併後においてこれまで対象となった企業数は３社で、

交付した助成金の合計額は１，７０２万３千円となっております。

さらに、今次定例会に地域活性化・経済危機対策の企業に対する支援策として、雇用

維持に努める事業所に対し平日の休業時に行う地域への奉仕活動に対する助成事業を予
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算化し、追加提案させていただく予定であります。

次に、商工業全般にわたる取り組みについてでありますが、金融対策につきましては、

大変厳しい経済状況であることから、昨年から大仙市中小企業振興融資斡旋制度の限度

額を３，０００万円に引き上げるとともに、緊急経営安定資金融資利子補給制度を創設

し、設備投資とともに経営安定資金についても金利負担の軽減を行っております。

雇用の確保・拡大施策につきましては、雇用拡大助成金制度などの従来の制度に加え、

今年１月には緊急的に雇用機会の増を図ることから、緊急雇用助成金制度を新たに創設

し、前払い金によって助成しており、制度開設後５月末現在で合計５２人、助成金合計

額８５５万円を交付しております。

なお、これらの緊急の経済対策の制度につきましては、９月末日までの制度でありま

すが、商工団体・金融機関から継続要望が出されており、期限の延長についても検討し

てまいりたいと考えております。

今回の経済危機に対しまして、市でできることは何か、議員の皆様と知恵を絞り、あ

らゆることを検討し実行してまいりたいと考えておりますので、よろしくご指導をお願

い申し上げます。

次に、高齢者福祉についてでありますが、まず高齢化比率につきましては、毎年７月

１日を基準日としており、合併時の平成１７年は２９．４％、平成２０年が３０．３％、

平成２３年には３０．８％、市の総合計画最終年であります平成２７年は３４．１％と

推計しております。

また、ひとり暮らし老人については、平成１７年が３，２４５世帯で世帯全体の

１１．１％、平成２０年が３，１３８世帯で全体の１１．０％、６５歳以上の老人世帯

は平成１７年が５，９０１世帯で全体の２０．１％、平成２０年が６，０７５世帯で全

体の２１．２％で、この２つについては将来推計はありませんが、傾向としては単身世

帯が横ばいで老人世帯が漸増の傾向にあります。

また、寝たきり老人については、実態を把握するのは困難でありますが、要介護度４

ないし５の推移で見ますと、平成１７年の要介護度４あるいは５の方は１，４０２名で、

平成２０年は１，３８１名と若干減少しておりますが、平成２３年は１，５４０名、平

成２６年は１，５８７名と増加するものと予測いたしております。

次に、特養、老健施設入所希望者への対応についてでありますが、本年４月１日現在

の特別養護老人ホーム入所希望者は２５１人で、老人保健施設は２２人であり、高齢者
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の増加に伴う要介護老人の増大に加え、家庭介護力の低下等により特別養護老人ホーム

入所希望者は増加傾向にあります。

施設の入所状況につきましては、グループホーム等も含めた施設において、国が目安

としている要介護認定者全体の施設利用割合が３７％であるのに対し、当市は４４．２

％となっております。特養については国の目安はありませんが、県全体の１６．８％に

対し、本圏域は要介護者の１９．２％が施設を利用しており、県内でも比較的施設入所

希望者に対する対応ができているものと思っております。

しかし、議員ご指摘のように依然入所希望者が多いことから、平成２１年度からの大

仙市高齢者プラン及び介護保険事業計画において特養５０床の増床計画を掲げたところ

であり、本年度２つの社会福祉法人で増設が予定されておりますので、利用希望者への

ニーズに対応できるものと思っております。

次に、仙北組合総合病院についてであります。

先の橋村議員のご質問にお答えしておりますが、秋田県厚生連より、経営状況が厳し

いため経営改善が急務となっており、新たな病院建設については現状では困難であると

言われており、県においても湖東総合病院、仙北組合総合病院の早期改築は難しいもの

と思われるとの考えを示しております。

病院改築には多額の事業費を要することから、県や厚生連、地元自治体、仙北組合総

合病院等関係団体での協議を進めてまいりたいと思いますが、まずはできるだけ早い機

会に知事を訪問し、知事及び県健康福祉部長等にこれまでの経緯を説明するとともに、

仙北組合総合病院の早期改築に向けて協議してまいりたいと考えております。

質問の第２点、道路の整備に関する質問につきましては建設部長から答弁させていた

だきます。

○議長（佐々木昌志君） 中嶋建設部長。

○建設部長（中嶋喜代博君） 質問の第２点、道路の整備についてお答え申し上げます。

はじめに、市道の舗装率と改良率につきましては、道路法第７７条に基づき、毎年４

月１日現在の道路施設現況調査を行っております。

平成２０年４月１日現在の当市の舗装率は５０．８５％、改良率は５９．１３％であ

り、近隣の県南３市の平均値につきましては、舗装率が５９．６２％、改良率が

６０．９％となっており、いずれも８．７７ポイント、１．７７ポイント低い状況であ

ります。
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平成２０年度の地域活性化・生活対策臨時交付金及び２１年度の地域活性化・経済危

機対策臨時交付金により実施計画を前倒しして道路整備の促進を図っているところであ

り、今後も舗装率・改良率の向上に努めてまいります。

なお、当市の道路整備の内訳につきましては、生活道路であります一級幹線道路の舗

装率は９３．６５％、改良率は９４．８６％で、二級幹線道路の舗装率は９５．４７％、

改良率は９６．２％となっており、その他路線の舗装率は４１．０７％、改良率は

４４．０３％となっております。

次に、私道を市道に認定できる基準についてでありますが、道路法第８条の規定に基

づき、市長が認定する市道路線の基準については、大仙市市道路線認定規則に記載され

ております。構造上の基準は７項目あり、基本的なものは道路延長が２０ｍ以上で雨水

を排水できる側溝を有する道路であること、用地上の条件としては、道路用地または道

路と一体となってその効用を全うする施設、もしくは工作物が所有者から市に無償で所

有権移転ができ、かつ境界が明瞭で抵当権、その他の権利が排除されているものである

こととしてあります。また、市道の認定を申請する場合は、市道認定申請書及び用地寄

附採納願を提出していただくことになりますが、添付書類としまして登記承諾書・印鑑

証明書・位置図及び公図・登記簿謄本・実測図及び求積図が必要となります。

議員ご質問の個別具体の案件につきましては、今後、調査の上判断させていただきた

いと存じますので、よろしくお願い申し上げます。

以上であります。

○議長（佐々木昌志君） 再質問を許します。１３番。

○１３番（斉藤博幸君） 細い数字まで本当に提示していただき、ありがとうございまし

た。

再質問というより要望みたいなので終わりたいと思います。

まず農業についてでございますけれども、これは本当に転作が始まり、昭和４５年か

ら始まり、永遠の課題で、行き着くところは、これは容易でないところなのは十二分に

わかっています。先般も秋田市でちょっと、ある営農集団の秋田県の会議ありまして行

きましたら、その会長さんが、去年の米が最終的に秋まで１０万ｔぐらいだぶつくん

じゃないかと、今年の秋の米価はちょっと期待できないと、ましてや選挙も終わるし、

やっぱりちょっと今年は農家は厳しいんじゃないかと、そういう挨拶を雑談的にしてい

ました。
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また、１０年前に農家の平均年齢が５５歳で、去年は６５歳だそうです。そのまま

ずっと持ち上がっていきますと、やがては農家そのものが大変その、もう１０年しまえ

ば７５歳になって、確かに今の国のいろんな法人とか大規模化、これはこれで結構でご

ざいます。しかしながら、私はいつも思うけども、日本の食料とか世界の食料を論じて

いるけれども、評論家みたいなこと話して悪いけども、やっぱり日本は瑞穂の国で、

やっぱり山間地も条件の良いところも、みんなそれぞれの農家がああっと、いやぁ良

かったな、農業って素晴らしいなって思うような農業の、昔の農業に持っていかないと、

私はただ政策で大規模化して複合化して、あそこは成功しているんだからあなた方も

やってくださいよと言われても、それは農水省の役人の方が机の上で面積とそれを計算

してやっている政策であって、現実はこの前も言ったかもしれないけれども、会派で農

水省に行ったときも訴えてきましたけれども、すべてそれが秋田県はもちろん、農家に

みな当てはまらないのはこれ、皆さんご案内のとおりでございます。例えば平野部の５

０町歩、山間部の５０町歩、何ぼ考えても一つ５０町歩括りであなた方も平野部と同じ

く頑張ってくださいよと、でもこれはできないのは皆さんご案内のとおりであります。

また、長くなりますけれども、５分で終わります。いつも思うけれども、合併なって

転作の面積の配分率、収量が多いところも少ないところも一律になりました。これに対

しては条件の不利な方々が大変不満を抱いております。市としては面積入れてパソコン

のボタン押せば何％って皆一律に大変楽だかもしれないけども、ただ我々共済に加入し

ているけれども、いくら掛金やるから６００ｋｇにしてくださいと言いながらも、あな

た方の田んぼは何ぼ頑張ったって８俵から９俵なんだから、それ以上かけられても補償

はできないと、現実はそうなんですよ。その中で一律転作の面積を配分するということ

は、そこからあと条件の悪いところはやめてくださいといわんばかりの、今はそういう

農政なんですよ。ですからこの後、まずそういう細かいところもまず何とか視野に入れ

て、農家を、まずあなた方も山間部だけども頑張ってくださいと、そういう温情もあっ

てしかるべきだと思います。これは何も答弁いりません。そういうことで、まず農業は

永遠の課題だと思いますけれども、まず世界的に爆発、人口が爆発する中でどうのこう

のっていろいろ報道でありますけれども、日本の食料は日本の中で賄うのが基本でござ

います。よろしくお願いします。

それから、高齢化の方々、本当にいろんな方、世帯、家族ございます。本当に身に余

る本当に辛い思いをしている方も見受けますけれども、先般、魁新聞に仙北市の場合は
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もう１０年後に高齢化率４０％になるという記事を見ました。ですから１０年後に４０

％なると、こういう施設とか高齢福祉のその何ていういろんな政策、大変なことだと思

います。もちろん大仙市も４０までいかなくても１０年後にそれに近い数字までいくと

思いますけれども、そのとき右往左往しないで、今からまずその、我々ももう１０年し

まえばもう６５歳過ぎているわけでございまして、今からその将来的ビジョンをしっか

りとやっていただくことを切に要望して、１２時ですので終わります。どうもありがと

うございました。

○議長（佐々木昌志君） ２番の部分はいいですか。

○１３番（斉藤博幸君） いいです。

○議長（佐々木昌志君） これをもちまして１３番斉藤博幸君の質問を終わります。

この際、昼食のため暫時休憩いたします。午後１時に再開いたします。

午後 ０時００分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 １時００分 再 開

○議長（佐々木昌志君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。５番藤井春雄君。はい、５番。

○５番（藤井春雄君）【登壇】 市民クラブの藤井春雄であります。今日の最後ですが、

睡魔の襲う時間であります。我慢してひとつお付き合いをいただきたいと思います。

通告に従って質問させていただきます。

はじめに、経済危機により当市には具体的にどのような影響が出ているかについて質

問をしたいと思います。

専門家によれば、今回の経済危機は１００年に一度の危機だとも言われ、国もかつて

ない補正予算を組み、挙げて対策を講じているところですし、危機も底を脱したとか、

いやまだまだだとかの論評もにぎやかに行われていますが、当大仙市的には具体的にど

のような形であらわれているのか、また、市当局はどのような認識を持っておられるの

かについてお伺いをしたいと思います。

私はこの間、ある集まりで大曲農業高校の校長先生のお話を聞く機会がありました。

その挨拶は、明春の卒業生の就職問題で、その内容は今春卒業生の地元就職希望者約

７０名は地元の５０企業ほどのお世話になることができ、この５月に先生たちが手分け

をして職場訪問をしながら明春卒業者の採用方についてお願いに回ったところ、採用予
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定者はわずか２名しかなく愕然としたと、何とか力を貸してほしいという訴えでもあり

ました。私たちにもマスコミなどを通じ、例えば生活保護世帯が１２０万世帯を超した

とか、親がリストラに遭い、進学をあきらめる子供たちが多くなっているとかいろいろ

な情報が入ってくるわけですので、私たち大仙市的には一体どうなっているだろうかが

一番聞きたい問題でもあります。

このような観点で市政報告を見ますと、例えば今春高校卒業生の就職率は９７．１％

で、今年度は就職や仕事に対する意識の高揚云々などとありまして、大曲農業高校の校

長さんのお話とのギャップは非常に大きいものを感ぜざるを得ません。「プレミアム商

品券も１週間で完売し…」などなどの記述を見ますと、経済危機などという状況は別の

世界の出来事なのではという感じさえ受けるわけであります。

ちょっと論点が逸れますが、この間、全員協議会で緊急対策事業の説明がありました。

国の補正がかつてない１５兆円、それを受けて当市でも、多分これもかつてない１６億

円という補正なわけですが、この間、ＮＨＫの世論調査結果では半数を超える人たちは

その政策や効果に疑問を持っているようですし、この間、魁新聞石川好の「目と目の論

評」にも、この補正で地方にも多額の金が回ってくるが、これらの税金は少子高齢化の

著しい、そして国際競争力が低下の一途を歩んでいる日本の次の世代が支払うことにな

る。子孫に美田を残さずだけでなく、子孫に借金のツケを回す、これが今の日本人の精

神構造であると手厳しい指摘をされておられました。これまで厳しい財政事情の中で我

慢をし、耐えてきた積み残しもお互いあるだろうと思いますが、心しながらの対応も欠

かせないことなのではないかと思います。

前置きが長くなりましたが、具体的には次の課題について当市的にはどのような状況

になっており、市当局はどのような認識を持っておられるのかお聞かせをいただきたい

と思います。

一つは、先程大曲農業高校のお話をしましたが、近隣高校ではどのようになっている

のか、状況等わかりましたらお知らせを願いたいと思います。また、一般の雇用状況は

どうなっているのでしょうか。

２つ目は、生活保護世帯の推移はどうでしょうか。また、親のリストラなどで進学を

あきらめられた子供さんたちはおられるでしょうか、わかりましたらお知らせをいただ

きたいと思います。

３番目、商工業の活動については、先程斉藤さんの質問にもありましたので、この点
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は省略をしたいと思います。

４つ目ですが、市でも臨時雇用などかなり踏み込んだ対策に取り組んできたわけです

が、地方の冷え込みはむしろこれからではないかとさえ言われていますので、これから

の対応など考えておられるでしょうか、お聞きいたしたいと思います。

５つ目、当市の特徴的な問題がありましたらお知らせをいただきたいと思います。

次に、人事管理と職員賃金のあり方についてお伺いいたします。

先日開催された臨時市議会において人事院の臨時勧告に基づく夏季手当の一部凍結が

議決されました。私も現行人事院勧告制度のもとで賃金決定が行われるシステムを容認

するという立場からすれば、やむを得ないということから賛成をしてきたところですが、

改めて現行人事院勧告制度のもとでの賃金決定のあり方について確認をしておきたいと

いう意味で見解を伺いたいと思います。

言うまでもなく労働基本権を制約されている公務員は、中立公平な第三者機関である

人事院の勧告によって賃金など労働条件が決められる仕組みになっています。そしてそ

の基準は民間労働者の労働条件、つまり民間準拠ということになっています。賃金の場

合、民間との格差が５％以上ある場合、人事院は勧告をしなければならない義務を負わ

されていますが、最近ではごく些少でも勧告が行われているようであります。地方公務

員の場合は、地方人事委員会の勧告により賃金決定がなされることになっていますが、

総務省からは国家公務員のベースを上回ることのないよう強い指導があるようでありま

す。ちなみに当市のラスパイレス指数は９０％ちょぼちょぼだと伺っています。

公務員労働運動の長い歴史を見るとき、その公務員制度の基本になっている人事院勧

告制度を容認するか否かが運動の路線論争の中心であったといっても過言ではないと思

いますし、現在は人事院勧告制度を認めた上での運動ということが主流になっているの

ではないかと思われます。今、中央では公務員制度改革の議論が行われ、人事院勧告制

度についても見直し論のあることも報ぜられていますが、市長は人事院勧告制度、地方

にとっては人事委員会による勧告制度…この現在の公務員賃金決定の仕組みについてど

のように考えておられるのか、まずお伺いをしたいと思います。

２つ目は、３年目を迎えた職員の賃金カットについてであります。

この間、大仙市職員組合が発行している「自治労だいせん」という機関紙を読ませて

いただきました。今度の夏季手当凍結問題について副市長との交渉内容が中心になって

載せられているものでした。職員団体からすれば３年目を迎えた賃金カットに加え手当
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の凍結という、まさにダブルパンチだという悲鳴で訴えられたのも当然のことだと思い

ます。この交渉の中では組合側から賃金カットは３年という約束だったので３年で終結

することを書面で約束できないかという要求に対し、３年という約束だったことは認め

るが絶対とは言い切れないと明言を避けていることが報ぜられていました。この３年目

を迎えた職員の賃金カットを振り返って考えますと、まさに苦渋の選択であり、これま

で長々と申し上げてきた公務員の賃金決定システムから外れた異例中の異例の措置であ

り、一刻も早く是正が求められるのも当然だろうと思います。まして良好な労使関係の

基本は、お互いの信頼関係を確立する以外にはないわけですし、交渉での約束事は尊重

することもまた当然のことだろうと思います。市長の見解を承りたいと思います。

３番目は、サケの増殖事業についてであります。

これまでもサケ増殖漁業生産組合や花館地区のコミュニティ会議の皆さんが中心にな

り、サケ増殖事業をもとに各種イベント、子供たちの体験学習などに取り組み、大変好

評を得ているところですし、最近はサクラマスのふ化放流事業も行っているそうですの

で、その成果が期待されているところです。

はじめの質問というか問題提起は、サケの釣獲調査というそうですが、玉川でのサケ

釣りを観光資源として活用できないかということについてであります。このことは何も

新しい問題提起ではなく、もう合併前から試行されていたことはお聞きしておりました

し、関係者は先行している山形県寒河江川での状況等を見学に行ったとも聞いています

が、玉川での試行は数年続いた後に、確か一昨年からは中止になったようであります。

私も山形県の寒河江川での当時の資料を見せていただきましたが、平成１４年から始め

られ、河口から百数十ｋｍも上流部での釣り場なようですから、玉川の５０ｋｍ程度か

らすれば倍以上の内陸部に入った釣り場ということのようです。当時の山形新聞によれ

ば、１人７千円の料金でも定員の１．５倍もの申し込みがあったことが報ぜられていま

した。私は現場の状況や釣りのこともほとんどわかりませんが、話を聞く限りではサケ

の遡上状況にしろ釣り場条件にしても玉川の場合、決して劣るものではなく、可能性は

十分あるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。山形県寒河江川での現況はど

うなっているのか、また、玉川での試行を中止した理由は何だったのでしょうかとあわ

せてお聞かせをいただきたいと思います。

この項の２つ目は、サクラマスについてであります。

この間、朝日新聞に富山の名物ますずしの原料となる神通川のサクラマスが減り続け、
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その再生を目指した取り組みが報ぜられていましたが、サクラマスは今、注目を集めて

いる貴重な資源なだけに、せっかくふ化し放流している当地においても、ある程度の産

地化ができれば有望な資源になるのではということで関係者は試行錯誤をしながら熱心

な取り組みをされているようであります。サクラマスの生態は、およそ１年かけて川を

下り、１年間海を回遊し、次の春には川を遡上し、秋には産卵をするということのよう

です。その間、夏には川の深いところで暑さをしのぐのだそうですが、河川改修などに

より川の状況が変わり、遡上率が低下しているのではと言われ、今申し上げた富山の神

通川では国土交通省も川底を元に戻し、魚道を整備したりしてサクラマス再生事業の検

討を始めるようであります。雄物川にしても改修事業が進んでおり、それらができれば

サクラマスの遡上率ももっと上がるのではないかの期待もありますし、せっかくの貴重

な資源があるわけですので、もっと有効に活用できる方法について研究・検討する価値

はあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。見解を承りたいと思います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

○議長（佐々木昌志君） ５番藤井春雄君に対する答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 藤井春雄議員の質問にお答え申し上げます。

質問の第１点は、経済危機により当市には具体的にどのような影響が出ているかにつ

いてであります。

はじめに、来春卒業の高校生の就職採用見通しと一般の雇用状況をあわせた雇用全般

の状況につきましては、秋田県企業活性化・雇用緊急対策本部が昨年１０月から今年５

月末までの８カ月における県内事業所の離職者数を取りまとめたところ、離職者数は

６，０６２人に達しているとのことであります。このうち大仙市内の事業所における離

職者数につきましては６４１人となっております。また、４月末の全体有効求人倍率は

３月末の０．２５からさらに低下し、当管内では０．１８倍と低迷を続けており、雇用

環境は依然として厳しい状況にあります。

このような環境の中、ハローワーク大曲が実施した来年３月に卒業する高校生の求職

動向調査及び事業所の採用意向調査の結果によりますと、就職を希望する生徒３７４人

のうち県内就職を希望する生徒２３８人に対し、６月５日現在で管内４７２事業所のう

ち採用人数は未定でありますが、高校生の採用意向がある事業所は３３事業所にとど

まっている状況であります。

ハローワークにおける管内事業所の求人申し込みに対して今月２０日から開始される
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高校生を対象とした求人受理の動向を踏まえながら、１０月開催予定の高校生を対象と

した就職面接会に向けて準備を整えてまいりたいと考えております。

さらには大曲・横手・湯沢の各地区雇用開発協会と連携し、７月下旬から県南の高校

３年生と大曲技術専門校の生徒を対象とした職場研修事業を実施し、職業意識の高揚を

図るとともに求人に関する事業所ニーズの把握に努めたいと考えております。

また、大曲雇用開発協会の活動を活用し、商工団体の協力を得ながら仙北市、美郷町

の各事業所に呼びかけるなど雇用の場の確保に努めてまいりたいと存じます。

次に、生活保護世帯の推移につきましては、本市においても年々増加の一途をたどっ

ております。中でも仕事先からの解雇や就業時間の短縮により収入が減ったとの理由で

の窓口相談件数が急増しております。平成２０年度における相談件数は２７４件、生活

保護申請件数が１２３件、うち保護開始件数は９５件となっております。

窓口での相談者への対応につきましては、相談者の抱えている悩みを確認し、生活保

護は最後のセーフティネットの役割を果たす制度であることをご理解いただきながら、

所有資産の活用や他の保険制度等の利用、また、社会福祉協議会の貸付制度等を説明し、

相談者の側に立った問題解決策の優先度を確認しながら相談を受けております。

本市の生活保護法による被保護世帯数・人員は、平成２０年３月末で７１８世帯

９５３人、保護率で１０．３‰（パーミル）、平成２１年３月末では７６１世帯

１，０１０人、保護率で１１．１‰となっております。直近の５月末では７７４世帯

１，０２５人となっており、平成２０年３月末と比較すると５６世帯７２人が増加して

おります。依然として景気の低迷が続いていることから、今後も被保護世帯は増加する

ものと考えております。

また、親のリストラなどで進学をあきらめた子供たちにつきましては、市内の高等学

校４校に確認しましたところ、親のリストラなどの理由により進学をあきらめた生徒は

確認できないということでありました。しかし現在、在学中で経済的な理由により授業

料の免除を受けている生徒は、平成２０年度と比較して若干増えていると伺っておりま

す。

また、市内小・中学校に在学し、経済的に困窮する世帯を救済する準要保護制度を利

用している児童・生徒も前年度と比較して増えております。

また現在、奨学資金貸付制度には高校生、大学生を対象に、それぞれ毎月２万円、４

万円を貸与する奨学金制度と入学時に一時金として５万円、１０万円を貸与する特別奨



- 65 -

学金制度があります。今年度の奨学金はそれぞれ５名、２１名の方々から、また、大学

等入学金の一部としての特別奨学金は３名の方々から活用していただいております。

今後も経済的理由で修学が困難な方に対しては、引き続き修学奨励制度の活用で対処

してまいりたいと考えております。

この商工業活動の状況について藤井議員は省略と申されですが、全体としてまとめて

おりますので、個別にはやっておりませんので答弁させていただきます。

商業活動の状況と融資枠拡大など緊急対策等の状況につきましては、昨年秋以降の経

済危機によって製品の需給環境の悪化や原材料価格の高騰などから経営悪化を生じ、経

営安定のための融資が必要となっておりました。

市内事業所によるセーフティネット保証制度の申請状況を見ますと、売上高減少率３

％以上を理由とする申請が平成１９年度で４２件であったのに対し、平成２０年度は８．

６倍の３６１件に達しております。本年４月以降の申請件数は月平均２８件で、昨

年１１月から３月までの月平均５９件に比べ減少しているものの、前年同月比では

５．７倍となっており、売上げの回復に至っていない事業所が多く見受けられます。

市では、景気の低迷に緊急的に対処するため、昨年１２月５日に中小企業振興緊急経

営安定資金融資利子補給制度を創設し、また、本年１月１９日からは中小企業振興融資

斡旋制度のうち中小企業振興資金の融資限度額を１，５００万円から倍の３，０００万

円に拡大しております。

このことにより運転資金については昨年１１月までの融資申請件数は全体の７０％台

で推移しておりましたが、制度開始１２月５日以降５月末までは月平均８１％に上昇し

ており、融資限度額の拡大につきましては１カ月当たりの融資斡旋申請件数のうち平均

２０％が１，５００万円を超える融資斡旋金額となっており、融資総額を見ましても昨

年５月末現在の４４億７，８００万円に対し、本年５月末現在で１．２倍の５５億

３，６００万円に増加していることから、これらの制度の積極的な活用が図られている

と思われます。

また、雇用環境の悪化に対応するため、本年１月に新設した緊急雇用助成金制度につ

きましては、２月及び３月で１６件、２６人の新規雇用者について申請がありましたが、

新年度に入ってからも４月及び５月の２カ月で１６件、２６人の新規雇用者について申

請があり、同程度の活用で推移しております。

なお、本制度は９月３０日までの緊急的な制度でありますが、商工団体並びに金融機
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関から好評を得ており、さらに継続要望が出ておりますので、今後の景気動向や雇用環

境の変化を確認しながら制度継続について検討してまいりたいと存じます。

次に、市の行っている臨時職員の直接雇用計画の今後の対応につきましては、市内に

おける景気の急激な悪化などにより失業されている方々が再就職先を確保するまでの生

活支援を行う目的のため、本年２月２日から現場作業員は本年９月３０日まで、業務補

助員などは来年３月３１日までの雇用期間として、合わせて２６名、その後新たに４名

を緊急雇用し、計３０名の臨時職員がそれぞれの業務に現在従事しております。

臨時職員の方々には、求職活動を義務づけし、月１回半日を再就職活動の業務日とし

て、ハローワークでの求人相談活動を行っていただくこととし、各臨時職員から活動結

果の報告をいただいておりますが、非常に厳しい求人状況であるため、希望に沿う再就

職先の確保には、いまだ至っていないのが現状でありますが、いまだ就職先が見つから

ない多くの方々にも雇用機会を図るという観点から、現在臨時雇用をしている方々につ

いては雇用契約の雇用期間の満了日をもって退職とする方針であります。

なお、当市を管轄するハローワーク大曲では、今年に入ってからの就職相談件数が毎

月約４，０００件に及んでいる状況から、７月から当分の間、相談体制等の整備のため

職員１名、相談員９名程度増員して対応する予定と伺っております。

市といたしましても、このようなたくさんの求職者が毎日ハローワークに来られてい

ることから、駐車場不足の解消と周辺の交通安全確保のため、市有地に臨時に駐車場を

設置し、無償でハローワークに貸し出しております。

今後の雇用対策としては、このような現下の厳しい情勢に鑑み、地域の雇用再生のた

めに、全く仕事に就けない多くの方々に多くの働く場を創出するための雇用機会創出事

業として、秋田県ふるさと雇用再生臨時対策基金を活用した新規雇用を図るための関連

予算を今次定例会にお願いしているところであります。

この事業予算の中では、市内の介護施設において実務経験を積みながら技術を習得さ

せ、ヘルパー資格などを取得できるよう支援し、雇用期間の満了後に有資格者としての

人材育成を図る事業などを始め、今後新たに３２名の新規雇用を見込んでおります。

また、５月２９日に国会で成立した補正予算に伴い、秋田県に配分予定の平成２１年

度緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用した緊急雇用創出事業による新規の雇用を行

う計画について県と現在調整中でありますので、事業見通しが整い次第に関連予算をお

願いしたいと考えております。
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また、ハローワーク大曲のご協力、ご指導のもとに、大仙市女性センターを会場に子

育てママの就職相談室を毎月２回を目途に５月から開設しております。子育てしている

ママさんが託児しながらでも就職相談ができることから大変好評を得ており、求職活動

に加え、子育て支援なども含め、将来に結びつくものと期待しております。今後もハ

ローワークをはじめとした関係機関との連携を強化して、一層の雇用対策を適宜に実施

してまいりたいと存じます。

次に、当市におけるその他の特徴的な影響状況につきましては、企業への影響では当

市においても製造業を中心に受注・売上げの大幅な減少に見舞われた事業所があり、や

むを得ず派遣社員の契約解除や工場稼働日数を減らすなどの措置をとっていると伺って

おります。このため、国の雇用調整助成金制度の活用やワークシェアリングを実施した

り、事業運営の効率化を図るために会社組織を改編した事業所もありました。

現在の事業所の状況につきましては、ハローワーク情報として、社員の雇用調整を実

施している事業所の一部でも受注の増加などを背景に、全日休業から短時間休業に移行

した事業所や新たな雇用の求人申し込みを予定する事業所も出てきており、少しは明る

い動きも見られるとのことでありますが、現在、業種によっては今なお先行き不透明で

予断を許さない状況との見方が大方のようであります。

市としては、こうした企業の支援策として雇用維持に努める事業所に対し、平日の休

業時に行う地域への奉仕活動に対する助成事業を新たに予算化し、今次定例会に追加提

案させていただく予定であります。

質問の第２点は、人事管理と職員賃金のあり方についてであります。

はじめに、現行の人事院勧告制度につきましては、公務員は団体交渉権や争議権など

の労働基本権が制限され、労使交渉で給与を決定できないため、その代償措置として人

事院では民間企業に勤める従業員と一般職の国家公務員の給与水準を比較検討し、双方

の給与水準を均衡させることを基本に勧告を行っております。

地方公務員法第１４条に情勢適応の原則という規定がありますが、これは給与、勤務

時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように随時適当な措置を講じなけれ

ばならないというものであります。

地方公共団体は人事委員会がこのような措置について勧告を行うことができますが、

大仙市におきましては人事委員会を設置しておりませんので、人事院及び秋田県人事委

員会における調査及び勧告の内容をもとに給与の改定を行っているところであります。
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先般は職員団体にも協議を行い、完全なる理解は得られないものの６月手当の一部の

凍結を臨時議会において承認いただいたところであり、景気悪化による現在の民間企業

における雇用や賃金等の社会情勢を勘案すると、やむを得ない措置であると考えており

ます。

このようなことから、当市のような人事委員会を持たないほとんどの地方公共団体は、

国や県の改定に準ずることが多く、そのときどきの社会情勢や各自治体の財政状況等に

より、一部国の勧告と違う独自の方策を講じることもありますが、現段階では人事院勧

告制度にできるだけ準拠して実施していかざるを得ないのではないかと考えております。

次に、職員の給料削減についてでありますが、３年間の給料削減につきましては私自

身も重く受け止めており、職員の協力に対し感謝しております。

給料の削減分につきましては、当市の重点施策である子育て支援や教育及び国保財政

の安定化支援の財源として活用しているところであります。現在、依然として厳しい財

政状況の中、市民サービスの低下を来すことのないよう給料削減を含めたあらゆる手だ

てを講じながら、全職員が一丸となって努力しているところであります。

先程も申し上げましたとおり、今回の人事院の臨時勧告につきましては、やむを得な

いものと考えておりますが、８月の人事院勧告につきましてはさらに厳しいものになる

ことが予想され、手当のみならず給料の引き下げも取り沙汰されている状況にあること

から、その取り扱いには十分留意する必要があると考えております。

こうした厳しい勧告がなされた場合の当市の基本的考え方につきましては、はじめに

申し上げましたように、既に独自の給料削減を３年間実施していることから、このこと

を重くとらえ対応してまいりたいと考えております。また、平成２２年度における独自

の給料削減につきましては、今後よほどの事情が生じない限り行わない方針であります。

いずれにいたしましても、今後とも職員団体と十分な協議を行いながら対応してまい

りたいと考えております。

質問の第３点は、サケ増殖事業についてであります。

はじめに、サケ釣獲調査、いわゆるサケ釣りの観光資源活用についてでありますが、

この釣獲調査はふ化放流事業で使用するサケ親魚の捕獲数が安定確保された後、余剰サ

ケの有効活用と地域活性化に役立てたいとの考えから、サケ親魚の釣りを行ってきたも

のであります。

本市の実施経緯につきましては、平成１４年度に山形県寒河江市が始められ、その翌
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年の平成１５年度に旧大曲市において寒河江川に視察に伺っており、同年、旧大曲市で

県から特別採捕の許可をいただき、雄物川の河川公園周辺において実施しておりました。

その後、平成１６年度以降は玉川のウライ下に場所を移し毎年実施しておりますが、

１９年度は川が増水したため中止したところであります。

寒河江市の現況につきましては、現在もインターネット等による公募で県内外からの

釣り人を集めているようであります。

観光資源としての活用については、現在も組合に協力しながらサケの紅葉漬け、サケ

の薫製など特産品づくりに支援しておりますので、これらを含めて大仙市鮭ふ化放流事

業組合、雄物川鮭増殖漁業生産組合、花館地区コミュニティ会議等と協議してまいりた

いと考えております。

次に、サクラマスの増殖策と活用についてでありますが、国では資源造成支援事業と

してサクラマスのふ化放流事業を実施しており、市営水産ふ化場でもこの事業を平成

１８年から平成２２年までの５年間で実施しており、この３年間で約１３万尾を放流し

ております。

また、最近はサクラマスが釣り人たちの間で大変な人気であり、各漁協が集まって雄

物川水系さくらます協議会を組織し、平成２２年１月にサクラマスの遊漁券販売ができ

る魚種に指定するよう取り組んでおり、市営水産ふ化場としても今後ともサクラマスの

稚魚の生産増殖を担ってまいりたいと存じます。

また、市といたしましても関係機関と一体となって魚の棲みやすい環境を整え、市民

はもとより県内外からの釣り人の誘客が図れるよう、この有望な河川資源を大切に守り

育ててまいりたいと存じます。

以上です。

○議長（佐々木昌志君） ５番、再質問を許します。

○５番（藤井春雄君） ありません。

○議長（佐々木昌志君） これにて５番藤井春雄君の質問を終わります。

○議長（佐々木昌志君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、明日、本会議第３日を定刻に開議いたします。

ご苦労様でした。

午後 １時４４分 散 会
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